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廃棄物処理に係る令和３年度変更事項について 

 

１．小型家電リサイクル 

① 拠点回収（市役所・島松支所・恵み野出張所）の対象品目の変更 

■リサイクル効果がほとんど期待できない品目を対象外とし、対象を「国が 

特にリサイクルすべき品目として指定する『特定対象品目』」に限定する。 

■対象外となった品目は「燃やせないゴミ」「粗大ごみ」で排出いただく。 

② 民間事業者との連携 

■リネットジャパングループ㈱の小型家電の宅配回収を行うリネット 

ジャパンリサイクル㈱と協定を締結。 

協定の内容は、市は「市民周知」を、同社は「適正処理」と「月次実績 

報告」をそれぞれ実施する、というもの。 

  ■市民の主なメリットは次のとおり。 

〇ＰＣと同時に処分すれば市が無料回収しない品目も無償で処分可能。 

   〇自宅から直接排出可能。 

   〇回収希望日時を選択可能。 

 

【参考：小型家電の売り払い単価】 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 

（円/㎏） 
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２．ごみ処理施設の開場日時 

 焼却施設稼働に伴い搬入台数が減少した「ごみ処理場」と、収集以外の搬入が

少ない(*)「リサイクルセンター」について、開場日時を次のとおり変更する。 

 (*)Ｒ２の平均は、のべ６．６台/日（４～１２月） 

 

 

 

 

 

 

 

３．開始時期 

小型家電・開場日時とも令和３年４月１日から変更。 

 

４．事前周知 

〇広報えにわ・市ウェブサイト・市フェイスブックや、地域ＦＭ・フリー 

ペーパー等を通じた広報を実施。 

  〇小型家電については、令和３年度の「ごみ収集カレンダー」や、年度内に

増刷予定の「ごみ分別事典」にも掲載。 

〇ごみ処理場・リサイクルセンターについては、計量棟に告知チラシを貼付。 

 

以上 

変更前（~R3.3.31） 変更後（R3.4.1~）

開場時間 開場時間

月~金曜日 8:45~17:00 月~金曜日 9:00~17:00

土曜日・12/31 8:45~12:00 土曜日 9:00~12:00

日曜日・1/1~3 休業 日曜日・12/31~1/3 休業



【抜粋】使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン

（環境省・経済産業省 H30.6）
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小型家電の無料回収を行っています 
（令和 3年度から回収品目を一部変更します） 

回収場所 

恵庭市役所（2Ｆ廃棄物管理課） 

島松支所 

恵み野出張所 

回収時間 

８：４５～１７:１５ 

（土日祝を除く） 

本年度(令和 3 年 4 月)から、国が「特に再資源化するべき」と定めている特定品目

に限定して窓口回収を行います。 

掲載されている品目は一例となります。 

その他の品目の詳細や、ご不明な点がありましたら、 恵庭市 廃棄物管理課まで

お問い合わせください。 

回収できる小型家電の例 回収できない小型家電の例 

不燃ごみ・粗大ごみで 

お出しください。 

パソコンモニターは 

メーカー 
または 

パソコン３Ｒ推進協会へ

お問い合わせください 

ノートパソコン 
デスクトップ 
パソコン本体 

携帯電話 
タブレット 

電話機・ＦＡＸ ラジオ 
デジタルカメラ
ビデオカメラ 

レコーダー 
プレイヤー 

電気 シ ェ ーバ ヘアドライヤ

時計 ゲーム機 

電子付属品 
（リモコン・ 

アダプターなど） 

扇風機 

電子レンジ 

そうじき 炊飯器 

照明器具 

プリンター 

【周知資料（案）】



宅配を利用した小型家電リサイクルの概要 

１．実施事業者 

【名 称】リネットジャパングループ株式会社（東証マザーズ 証券コード：3556） 

【所在地】名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート 26 階 

【設 立】2000 年 7 月 27 日 

【資本金】15 億 6,218 万 3,233 円（2020 年 8 月 31 日現在） 

2．利用方法 

市民がインターネットまたはファクスで申し込み、ダンボールに小型家電を 

梱包（※） 

→後日（希望した日・時間帯）、佐川急便が回収 

→リネットジャパンがリサイクル・完了報告の連絡 

※上限は 3 辺合計 140 ㎝、20kg 以内 

3．費用 

回収する小型家電にパソコン本体が含まれる場合は無料 

それ以外は 1 箱 1,500 円 

4．連携自治体数 

全国 303 市区町村（Ｒ2.12.1 現在） 

うち道内は 11 市町村（札幌市、小樽市、北見市、室蘭市、名寄市、白糠町、 

鷹栖町、新冠町、蘭越町、留寿都村、真狩村） 
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搬入台数（ごみ処理場）について

搬入台数（4-12月）

H28 H29 H30 R1 R2
参考

（R2/R1）

32,926 35,221 37,140 35,171 13,960 39.7%

事業系 16,589 16,411 16,207 14,810 3,782 25.5%

家庭系 13,070 15,154 17,518 16,672 6,294 37.8%

その他 3,267 3,656 3,415 3,689 3,884 105.3%

＊事業系 ： 事業系一廃 + 産廃

＊その他 ： 市（収集ごみ・不法投棄・焼却灰等）や剪定枝など

搬入台数（12/31）

H28 H29 H30 R1 R2

70 （日曜日） 177 84 17

事業系 19 31 7 1

家庭系 51 146 77 12

その他 0 0 0 4

時間帯別平均搬入台数（R2.4.1~R3.1.19）

事業系 家庭系 その他

2.18 0.71 1.17 0.30

10.26 2.16 4.30 3.80

12.17 2.23 5.49 4.46

8.31 1.71 4.34 2.26

3.59 0.57 2.30 0.71

6.95 2.13 2.95 1.86

8.74 3.76 3.32 1.66

7.53 2.89 2.82 1.82

2.91 1.33 1.28 0.30

62.64 17.50 27.96 17.18

14:00~15:00

15:00~16:00

16:00~17:00

合計

11:00~12:00

12:00~13:00

13:00~14:00

（内訳）
合計

8:45~9:00

9:00~10:00

10:00~11:00

（内訳）

合計

合計

（内訳）
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